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要旨 

 本稿では、政府支出の便益評価を組み込んだ多世代重複型の動学的一般均衡モデルを用い

て、公的な医療保険および介護保険の財源調達手段の優劣を検討した。また、シミュレーショ

ン計算を行う上で外生的に設定する必要のあるパラメータについても、先行研究に盲目的に従

うのではなく、核となる部分については詳細な再考察を加えた上で数値の再設定を試みた。 
 このように既存研究からの発展・拡張を図ったモデルにより分析を行った結果、公的な医療

給付や介護給付の財源調達手段としては、社会保険料や利子所得税よりも消費税が望ましいと

の結論が得られた。この結論は、資本蓄積の阻害という点から見ると、消費税の攪乱効果がも

っとも弱いことから生じており、多くの先行研究の成果や標準的なマクロ経済理論と整合的で

ある。ただし、消費税の優位性の程度はパラメータ設定に大きく依存しており、先行研究の計

測結果は過度に消費税に有利であった可能性も排除できない。 
 また、人口構造の高齢化の程度に注目して、2005 年時点の定常状態と 2050 年時点の定常状

態を比較すると、消費税への財源シフトによる社会厚生の改善度は 2050 年時点で遥かに大きい

ものであった。したがって、パラメータ設定に注意を払うべきであるものの、高齢化が進行し

た社会においては、社会保険料や利子所得税から消費税へのシフトがより望ましいものになる

と結論付けることができる。 
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1．はじめに 

 Auerbach and Kotlikoff (1987)により確立した多世代重複型の動学的一般均衡モデル（以

後、「一般均衡モデル」）の成果は目覚しい。わが国でも、本間他（1987a、1987b）を嚆矢

として数多くの研究が現れ、さまざまな視点からの興味深い分析結果を得ている。これら

の先行研究の貢献を踏まえた上で、現在の標準的な一般均衡モデルが有する特徴を大胆に

まとめれば、以下のような諸点を強調できる1。 
 第 1 に、個々の家計の生涯全体にわたる通時的な効用最大化行動を基礎として数値計算

を行うことである。つまり、伝統的なマクロ計量モデルの重大な欠陥であったミクロ的基

礎付けが明瞭になり、標準的な経済理論に基づく定量的政策評価が可能になった。第 2 に、

動学的なモデルであるため、家計の最適化行動によって決定される貯蓄が実物資本の蓄積

と結び付けられ、将来の産出水準に影響を与える。部分均衡モデルとは異なり、貯蓄の変

化は利子率の変化をも引き起こして、将来の経済の経路に決定的な影響を及ぼすのであ

る。第 3 に、寿命の不確実性やそれに伴う遺産行動を考慮したモデルであれば、寿命の確

実性を仮定したモデルに比べて、特に高齢期の消費・貯蓄行動を現実的に捉えることが可

能となる。また、寿命の不確実性の導入に当たって、現実のわが国のデータである生命表

を用いるので、この面からもシミュレーションは現実性を持つ。 
 しかし、現段階における一般均衡モデルは、さまざまな政策課題に応えるための必要要

件を十分に備えているとは言えない。たとえば、上村（2002）は以下の 8 つの課題を挙げ

ている。 
① 開放経済モデルへの拡張 
② 多財モデルへの拡張 
③ 所得分布の移行過程における評価 
④ 世帯内構造のモデル化 
⑤ 遺産動機の精緻化 
⑥ 期待形成の検討 
⑦ 失業のモデル化と人口成長の内生化 
⑧ パラメータ推定と感応度分析の進展 
 
 たしかに、いずれも注目に値する重要な課題である。しかしながら、未曾有の高齢社会

を間近に控えて、政府の規模や国民負担について議論を深めるために真っ先に解決せねば

ならないモデル改善の課題は別にあるとわれわれは考える。政府支出の便益評価の側面で

ある。これまでの一般均衡モデルの多くは政府の経済行動を負担の側面でしか捉えておら

ず、政府の規模や国民負担を検討する上できわめて不十分な成果しか期待できない。辛う

じて、民間部門の生産関数に生産基盤型社会資本ストックを含めた加藤（2002）や Kato
（2002）、生産基盤型社会資本の生産力効果に加えて生活基盤型社会資本の持つ効用増大効

                                                      
1 多世代重複型一般均衡モデルの発展の歴史や手法の展望については上村（2002）を参照せよ。 
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果をモデル化した川出（2003a、2003b）や川出・別所・加藤（2004）を挙げることができ

るが、政府支出の便益を網羅的に把握したものとはなっていない。また、上枝（2001）は

介護市場を一般均衡モデルに組み込んだ先駆的な貢献であるが、高齢者介護の分析を中心

課題としているため、われわれの問題意識と整合的でない定式化が見られる。 
 そこで、本稿のモデル改善に際して、最大の努力は政府支出の便益評価を一般均衡モデ

ルに組み込むことに払われた。しかも、政府支出を一体のものとしてモデルに取り込むの

ではなく、医療支出や介護支出を一般政府支出と分離して個別にモデル化したのである。

これらの政府支出を区別して一般均衡モデルの枠組みに取り込んだことは、本モデルの最

大の貢献であり、分析上の重要な特徴であると言えよう。 
 本論の構成は以下のとおりである。続く第 2 節では一般均衡モデルの定式化について説

明する。第 3 節では、モデルに登場するキーパラメータの設定について若干の解説を加え

る。第 4 節では、主要なシミュレーションの結果を提示し、そこから得られる政策的含意

を明らかにする。第 5 節は本論のまとめである。 
 

2．モデル 

 本モデルでは、21 歳から 95 歳までの 75 期間のライフサイクルを持つ複数の世代が重複

し、各世代内には異なる所得階層が存在する。われわれのモデルは、このタイプの最近の

研究として注目される Altig et al. (2001)と似通った構造を持つが、細分化された公共支出を

効用関数に組み込んでいる点が大きく異なる。 
 以下では、モデルを構成する 3 部門である家計・企業・政府の基本的構造について順に

述べ、最後に市場均衡の条件を示す。モデルは離散的時間で 1 年を単位として記述される。 
 

(1)家計 

 家計には低・中・高所得の三つの所得階級があり、各世代内で同数ずつ存在するものと

する。世代間の人口構成は、人口成長率と期待生存率に依存する。 j 歳の家計が 1+j 歳ま

で生きている条件付確率を jjq |1+ とすると、21 歳の家計が s 歳まで生存する確率 sp は 
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である。上付きの添え字 ( )3,2,1=i は所得階級を表し、低・中・高の 3 階級をそれぞれ表す。

下付きの添え字 s は年齢を表している。 

 (2)式の効用関数の中身を確認しよう。まず i
sC は私的財の他に公的支出の一部を含むもの

であり、Aschauer (1985)の有効消費（effective consumption）概念に近い。また、 i
sl は余暇、

δ は将来を割り引くための調整係数、γ は異時点間の代替の弾力性、 ρ は同時点内での消

費と余暇の間での代替の弾力性、 lκ は余暇に対するウェイト・パラメータである。 
 次に有効消費の中身を見ると、医療と介護を除く私的財の消費（支出） i

sc 、医療サービ

スへの支出 sh 、介護サービスへの支出 sm 、家計あたりの一般政府支出 g などから構成され

る。また、 hκ は医療サービスに対するウェイト・パラメータ、 mκ は介護サービスに対す

るウェイト・パラメータ、 gκ は一般政府支出に対するウェイト・パラメータである。なお、

tN を t 期に生まれた（ 21+t 期に経済活動を開始する）各所得階級ごとの家計数、 n を出

生数の成長率とすると、 ( )∑
=

−+=
95

21

13
s

s
stt npNAN である。 

 所得階級 i に属する各家計の s 歳での予算制約式は次のようになる。 
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 ここで、 As
i は s 歳の期首に家計が保有する資産、 r は利子率、wは労働の効率単位当た

りの賃金率、 se は稼得能力の年齢プロファイル、 ix は 3 所得階級の稼得能力の差異を表す

加重係数、 i
sb は公的年金給付、 i

sa は s 歳のとき相続する遺産である。また、 wτ は労働所得

税率、 rτ は利子所得税率、 cτ は消費税率、 pτ は公的年金保険料率（被雇用者負担分）、 hτ

は公的医療保険料率、 mτ は公的介護保険料率、 hθ は医療の自己負担率、 mθ は介護の自己

負担率である。退職年齢は 61 歳であるとしている。 
 遺産については、死亡時期の不確実性の導入と整合的な、意図せざる遺産の存在を仮定

する。つまり、死亡した家計の保有資産が、現在生存している家計に対して移転される。

より具体的には、死亡した家計の遺産は、各所得層のグループ内部で、その時点における

50 歳の家計に相続される。各代表的家計が s 歳の時点で受け取る遺産は、各グループの総

遺産を i
tBQ 、相続税率を beqτ とすると、 
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である。ここで、 
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として表される。 
 低・中・高所得層それぞれの代表的家計は、制約式(3)のもとで(2)式の期待効用を最大化

するように、生涯全体にわたる消費・余暇を決定する。効用最大化の一階条件より、消費

と余暇の水準の流列を表す漸化式は 
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である。ただし 
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となる。初期値 iV21を与えると上の式よりそれ以降の各年齢の i
sV が得られる。各年齢の i

sV よ

り数値的に i
sC 、 i

sl が求められる。 

 社会厚生関数としてはベンサム型を採用し、 

 ∑
=

=
3

1i

iUSW         (7) 

とする。 SW が社会厚生である。これは 3 所得階級の期待生涯効用の単純な和である。定

常状態を考える場合には、1 世代で代表することができるため、これで十分である。 
 

(2)企業 

 企業は、2 種類の資本と労働を用いて生産を行うと仮定する。資本は減価しないものと

する。労働は完全代替であるが、低・中・高所得層の別、さらにその年齢により効率性が

異なる。生産関数は次のようにコブ=ダグラス型で定式化する。 

 αα −= 1
ttt LQKY         (8) 

 ここで、 tY は総生産物、 tK は民間資本、 tL は家計により供給される効率単位で計った総

労働供給、Qは規模パラメータ、α は資本分配率を表すパラメータである。 

 企業は労働に対し、賃金と年金保険料（雇用主負担分）を、また資本に対してレンタル

料と資本所得税をそれぞれ支払うものとする。企業の利潤最大化問題は次式のように定式

化される。 
 ( ) ttpftt rKwLY −+−=Π τ1max .      (9) 

ここで、 pfτ は雇用主負担分の年金保険料率である。 
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(3)政府 

 政府部門は狭義の政府部門と公的年金部門、医療保険部門、介護保険部門から成る。 
 
①狭義の政府部門 
 狭義の政府部門は税を徴収し、それを一般政府支出と他の部門への移転に費やす。t 期に

おける狭義の政府部門の予算制約式は、次のように表される。 

 D
tm

D
thtptt MHFGT ηηη +++= .            (10) 

ここで、 tT は労働所得税、利子所得税、消費税、相続税による総収入、 tG は一般政府支出

の総計、 tF は基礎年金給付の総計、 D
tH は公的医療保険の総需要、 D

tM は公的介護保険の

総需要、 pη 、 hη 、 mη は tF 、 D
tH 、 D

tM のうち一般税収により賄われる国庫負担割合を表

すパラメータである。 
 tT は、次のように定義される。 

 ∑
=

+++=
3

1i

i
tbeqtctrtt BQACrASLXT τττ            (11) 

ここで、 tLX は労働所得税収であり、次式で表されるように 3 所得階級についての単純和

により得られる。 
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ウェイトが同じであるのは各階級の人口に占める割合が等しいからである。この労働所得

税は累進課税である。累進課税の導入方法については Auerbach and Kotlikoff (1987)や Altig 

et al. (2001)での方法を採用した。z を課税ベース、 1ω と 2ω を累進度を表すパラメータとし

て 

 zw 21 2
1 ωωτ += ,             (13) 

と表される。 02 =ω のとき比例税となる。 1ω が小さいほど、そして 2ω が大きいほど、累

進度は高くなる。課税ベースは粗賃金率 ( )i
ss

i lewx −1 である。利子所得税・消費税・資本所

得税については比例税を適用する。 
 
②公的年金部門 
 公的年金制度は我が国の現行の制度に近い賦課（pay-as-you-go）方式とし、基礎年金部

分と各家計の標準報酬年額に比例する部分とからなるとする。受給開始年齢を ST 、基礎部

分を f 、標準報酬年額を iH 、 iH に比例する部分の加重係数を bθ 、実際に働くのをやめた

年齢（退職年齢以下）を iRH と表すと、年金給付額は次のように表される。 
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このように、年金給付は、各所得階級の稼得能力の差異を反映したものとなる。 
 t 期における公的年金部門の予算制約式は、次のように表される。 
 ( ) ttpt PFR +−= η1 ,             (15) 

tR は年金保険料収入、 tF は基礎年金給付の総計、 tP は報酬比例部分の総給付である。また、

前述のとおり、 pη は一般税収により賄われる国庫負担割合を表すパラメータである。 tR 、

tF 、 tP は、次のように定義される。 

 ( ) tpfpt wLR ττ += ,             (16) 

 ( ){ }∑
=

−+=
95

31
STs

s
stt fnpNF ,            (17) 

 ( )∑ ∑
= =

−

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

+=
95 3

1
1

STs i

i
b

s
stt HnpNP θ .            (18) 

 
③公的医療保険部門 
 公的医療保険制度については、医療サービスの期間は 21 歳から 95 歳までとする。負担

に関しては、21 歳から退職まで保険料を支払い、生存中は自己負担を行うものとする。 
 t 期における公的医療保険部門の予算制約式は次式で表される。ただし、前述のとおり、

hη は一般税収により賄われる国庫負担割合を表すパラメータである。 

 ( ) D
th

S
t HH η−= 1 .             (19) 

ここで、 D
tH は公的医療保険の総需要、 S

tH は公的医療保険の総供給であり、次式が成立し

ている。 

 ( ) ( ) sh
s

s
st

D
t hnpNH θ−+= ∑

=

− 131
95

21
,            (20) 

 ( ) ( )∑ ∑
= =

− −+=
61

21

3

1
11

s i

i
ss

i
h

s
st

S
t lewxnpNH τ .           (21) 

 
④公的介護保険部門 
 公的介護保険制度については、65 歳からそのサービスを受けるものとする。40 歳から退

職までは稼得所得から支払い、退職後も年金から負担を行うものとする。 

 
( )
( )⎩

⎨
⎧

=>
==

95...,,41,400
39...,,22,210

s
s

m

m

τ
τ

 

 t 期における公的介護保険部門の予算制約式は次のように表される。ただし、前述のとお

り、 hη は一般税収により賄われる国庫負担割合を表すパラメータである。 

 ( ) D
tm

S
t MM η−= 1 .             (22) 

ここで、 D
tM は公的介護保険の総需要、 S

tM は公的介護保険の総供給であり、次式が成立

している。 
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 ( ) ( ) sm
s

s
st

D
t mnpNM θ−+= ∑

=

− 131
95

65

,           (23) 

 ( ) ( ) ( )∑ ∑∑ ∑
= =

−

= =

− ++−+=
95 3

1

61

40

3

1
111

STs i

i
sm

s
st

s i

i
ss

i
m

s
st

S
t bnpNlewxnpNM ττ .        (24) 

 

(4)市場均衡 

 最後に、資本・労働・財市場の均衡条件を記述する。 
 家計により供給される資本 tAS は 3 所得階級の単純和により次式のように表される。 

 ( )∑ ∑
= =

−

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

+=
95

21

3

1
1

s i

i
s

s
stt AnpNAS ,            (25) 

 ( )∑ ∑
= =

−

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

+=
95

21

3

1
1

s i

i
s

s
stt CnpNAC .            (26) 

家計の供給する資産が、民間資本に等しいという関係により、資本市場の均衡条件 

  tt KAS =               (27) 

が得られる。 
 効率単位で計った企業の総労働需要が家計による総労働供給に等しいという関係によ

り、労働市場の均衡条件 

  ( ) ( )∑ ∑
= =

−

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−+=
61

21

3

1
11

s

i
ss

i

is
stt lexnpNL            (28) 

が得られる。 
 家計の総消費 tAC は 3 所得階級の単純和により次式のように表される。 

 ( )∑ ∑
= =

−

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

+=
95

21

3

1
1

s i

i
s

s
stt CnpNAC .            (29) 

これを用いて、総生産物が民間消費と投資および政府支出の和に等しいという関係によ

り、財市場の均衡条件 

 ( ) ttttt GKKACY +−+= +1 .            (30) 

が得られる。 
 

3．パラメータの設定 

 前節で提示した体系に基づき計算を行うためには、モデルの構造を規定するパラメータ

に具体的な数値を与えなければならない。おおまかに分けると、家計や企業の行動様式を

決めるパラメータと政府部門の財政制度を設定するためのパラメータである。本節では、

これらのパラメータの設定について解説を加える。 
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(1)家計 

①人口構造 
 j 歳の家計が 1+j 歳まで生存している条件付確率 jjq |1+ は国立社会保障・人口問題研究所

『日本の将来推計人口（平成 14 年 1 月推計）』により推計された将来生命表から得た男女別

の生残率の男女間平均値を用いた。ただし、 121 =p 、 096 =p とする。 

 tN を t 期に生まれた（ 21+t 期に経済活動を開始する）各所得階級ごとの家計数、 n を

出生数の成長率とすると、21 歳以上家計数は ( )∑
=

−+
95

21
13

s

s
st npN 、65 歳以上家計数は

( )∑
=

−+
95

65
13

s

s
st npN と計算できる。シミュレーションにおいては、65 歳以上家計数の 21 歳

以上家計数に占める割合が現実の 65 歳以上人口比率に近くなるように n を設定した。具体

的な 65 歳以上家計数の 21 歳以上家計数に占める割合は、2005 年時点の定常状態を計算す

るケースで 0.2490363、2050 年時点では 0.4447062 である。 
 
②選好など 
 家計の選好に関わるパラメータの設定については表 1にまとめた。 
 まず、効用関数の形状を決定するγ （異時点間の代替の弾力性）、 ρ （同時点内の代替

の弾力性）、 lκ （余暇に対するウェイト）については、日本の現実のデータを用いて推定

作業を行い、その結果得られた値を「標準」ケースとして採用した2。また、これら 3 つの

パラメータの違いによる計算結果の相違を比較検討するため、Altig et al. (2001)と同等のケ

ース（「Altig et al.」ケース）、わが国の先行研究において長く用いられてきた数値を利用し

たケース（「先行研究」ケース）、さらには異時点間の弾力性の値を大きくしたケース（「高

弾力性」ケース）についても計算を行っている。ただし、将来を割り引くための調整係数δ
については、計算可能性を考慮して数値が与えられていることに注意が必要である3。ま

た、これら 4 つのケースにおいて効用関数は異なる形状を持つから、各ケース間で効用や

社会厚生を比較することには意味がないことにも留意すべきであろう。 
 有効消費を形成する 3 つの財政支出関連項目、すなわち、医療サービス、介護サービス、

一般政府支出に対するウェイトについては以下のように考えた。まず、医療サービスと介

護サービスは私的財と似た性質を有するものとし、ウェイトを 1 に設定した。一般政府支

出については、本研究会において実施したアンケートの結果を参考にウェイト・パラメー

タを算出した4。 
 

                                                      
2 詳細については畑農・山田（2006）を参照。 
3 シミュレーション結果が現実に近い姿を見せるように将来を割り引くための調整係数δと後述す

る生産関数の規模パラメータ Q を用いて調整を行った。具体的には、資本労働比率や資本生産比率

を可能な限り現実の値に近づけるようにした。ただし、計算可能であること、収束までの必要時間

が長すぎないことも考慮した。 
4 補論 A を参照。アンケートの詳細については橘木他（2006）を参照。 
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表  1 家計の選好に関するパラメータ設定  
 意味 標準 Altig et al. 先行研究 高弾力性

γ  異時点間の代替の弾力性 0.939443 0.25 0.3 1.5 
ρ  同時点内の代替の弾力性 0.931162 0.8 0.6 0.931162 

lκ  余暇に対するウェイト 0.800470 1.0 0.1 0.800470 
δ  将来を割り引くための調整係数 −0.02 -0.07 -0.01 -0.015 

hκ  医療サービスに対するウェイト 1.0 
mκ  介護サービスに対するウェイト 1.0 
gκ  一般政府支出に対するウェイト 0.54794182 

 
③その他 
 家計の意思決定に関連する残されたパラメータとして、稼得能力の年齢プロファイル

se 、3 所得階級の稼得能力の差異を表す加重係数 ix 、医療支出の年齢プロファイル sh 、介

護支出の年齢プロファイル sm がある。これらのうち、稼得能力の年齢プロファイルは厚生

労働省『賃金構造基本統計調査』（賃金センサス）の年齢別賃金データより得た。また、3
所得階級の稼得能力の差異には、財務省資料において代表的家計と想定されている 3 階級

の所得格差をあてた5。医療支出については年齢別の医療費データを用いた6。介護支出につ

いては、年齢別の要介護確率に、要介護度別の介護費用を掛け合わせて計算した7。 
 

(2)企業 

 企業の生産活動に関するパラメータの設定は表 2のとおりである。ここで、前述のδ と

同様に計算可能性を考慮して、Qには調整のための数値が与えられていることに注意が必

要である。 
 

表  2 企業行動に関するパラメータ設定  
 意味 標準 Altig et al. 先行研究 高弾力性 

Q  規模パラメータ 0.452 0.45 0.64 0.4 
α  資本分配率 0.3 

 

(3)政府部門 

①狭義の政府部門 
 社会保障を除く狭義の政府部門において外生的に決定される必要があるのは 4 つの税

率、すなわち労働所得税率、利子所得税率、消費税率、相続税率である。これらのうち、

利子所得税率、消費税率および相続税率は比例税であり、当初の税率は表 3のように単一

に設定される。利子所得税率と消費税率については現実の制度に従い、相続税率について

は Kato (1998)や跡田・加藤（1993）の設定に倣った。ただし、政策変更シミュレーション

                                                      
5 財務省「税のはなしをしよう。」（平成 17 年 10 月発行） 
6 補論 B を参照。 
7 補論 C を参照。 
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を行う際には、財源確保のために利子所得税率や消費税率が内生的に決定される場合もあ

る。 

 労働所得税は累進税である。課税ベースを z とおけば、 1ω と 2ω をパラメータとして、労

働所得税率は、 

 zw 21 2
1 ωωτ +=  

と表される。この式を用いて、財務省資料（前掲）を参考に、低・中・高所得層の労働所

得税率がそれぞれ 3.5%、6.0%、10.4%程度となり、平均の労働所得税率が 7.44%になるよ

うに 1ω 、 2ω を調整した。 
 

表  3 狭義の政府部門に関するパラメータ設定  
 意味 標準 Altig et al. 先行研究 高弾力性 

1ω  累進度を表すパラメータ -0.03752 -0.03885 -0.04736 -0.03637 

2ω  累進度を表すパラメータ 0.216 0.274 0.170 0.230 

rτ  利子所得税率 0.2（政策変更の場合は変化） 

cτ  消費税率 0.05（政策変更の場合は変化） 

beqτ  相続税率 0.1 

 
②公的年金部門 
 公的年金部門については、保険料率、基礎年金に対する国庫負担割合、受給開始年齢、

退職年齢を、現実の制度を参考にして表 4のように設定した。また、中所得層の報酬比例

部分／基礎年金部分の値が 0.77661 程度になるように標準報酬年額に比例する部分の加重

係数である bθ を調整した。 

 
表  4 狭義の政府部門に関するパラメータ設定  

 意味 標準 Altig et al. 先行研究 高弾力性

pτ
 公的年金保険料率（被雇用者負担分） 0.07144 

pfτ
 公的年金保険料率（雇用主負担分） 0.07144 

pη
 基礎年金の国庫負担割合 1/3 

ST  受給開始年齢 62 
RH  退職した年齢 61 

bθ  標準報酬年額に比例する部分の加重係数 0.88447 1.0892 0.62007 0.9614 
 
③公的医療・公的介護保険部門 
 公的医療・公的介護保険部門については、それぞれ保険料率、自己負担率、国庫負担割

合を設定した。いずれも最新の制度を踏まえているが、公的医療保険の国庫負担割合に関

しては統計データを利用して推計した8。 

                                                      
8 補論 D を参照。 
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表  5 狭義の政府部門に関するパラメータ設定  
 意味 標準値 

hτ  公的医療保険料率 0.082 

hθ  医療の自己負担率 0.3 

hη  公的医療保険の国庫負担割合 0.30942415 

mτ  公的介護保険料率 0.0125 

mθ  介護の自己負担率 0.1 

mη  公的介護保険の国庫負担割合 0.5 
 

4．シミュレーション分析 

 ここでは、公的医療保険と公的介護保険の国庫負担割合を変更した場合の影響をシミュ

レーション分析した。ケースは表 6のとおりである。 
 

表  6 シミュレーションのケース分け  
基準 0.3094 0.5 

0.25 0.25 0.5 医療

国庫 0.5 0.50 0.5 
0.25 0.3094 0.25 

国庫 
補助 介護

国庫 0.75 0.3094 0.75 
 
 また、公的医療保険と公的介護保険の規模を不変にとどめるため、消費税率か利子所得

税率を内生的に変更し、政府の予算制約が満たされるように計算を行った。したがって、

シミュレーションのケースは、消費税率が内生の場合と利子所得税率が内生の場合に分か

れる。消費税率が内生の場合には消費税と社会保険料の比較、利子所得率が内生の場合に

は利子所得税と社会保険料の比較になることに注意を払うべきである。 
 加えて、高齢化の影響と効用関数のパラメータ設定の影響について比較検討を行う。ま

ず、高齢化の状況が異なる 2005 年の定常状態と 2050 年の定常状態を比べる。また、効用

関数のパラメータが異なる 4 つのケース、すなわち「標準」、「Altig et al.」、「先行研究」、

「高弾力性」の 4 つのケースについて同様のシミュレーション計算を行い、結果の比較検討

を試みた9。 
 

(1)厚生の比較 

 表 7は、社会厚生と所得階層別効用について、基準の計算結果からの変化率を示したも

のである。概ね、消費税を財源とする場合には国庫負担割合を上げたほうが厚生の増加を

もたらし、利子所得税を財源とする場合には国庫負担割合を下げたほうが厚生の増加をも

たらすことがわかる。税で賄わない場合には社会保険料が財源となることに注意すれば、

                                                      
9 シミュレーション結果の概要については巻末の付表 1～4 を参照のこと。 
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医療・介護支出の財源としては消費税がもっとも望ましく、次いで社会保険料、最後に利

子所得税という順番になると言える。 
 

表  7 社会厚生・所得階層別効用：基準からの変化率  
消費税 利子所得税 

医療国庫 介護国庫 医療国庫 介護国庫  
0.25 0.5 0.25 0.75 0.25 0.5 0.25 0.75 

社会厚生 -0.013% 0.040% -0.005% 0.004% 0.000% -0.003% 0.005% -0.005%
低所得 -0.012% 0.036% -0.004% 0.004% 0.001% -0.006% 0.005% -0.005%
中所得 -0.013% 0.040% -0.004% 0.004% 0.000% -0.005% 0.005% -0.005%
高所得 -0.015% 0.045% -0.005% 0.005% -0.001% 0.000% 0.004% -0.005%

 

(2)マクロ経済指標 

 このような変化の主な要因の 1 つは、所得に代表されるマクロ経済環境の変化である。

表 8は、これらマクロ経済指標について、基準の計算結果からの変化率を示したものであ

る。これを見ると、所得の増加が厚生増大に寄与していることが読み取れるが、とくに重

要なことは所得の増大が主に資本蓄積によって生じている点である。 
 つまり、消費税がもっとも望ましいのは資本蓄積に対する阻害効果が弱いからであり、

逆に利子所得税の評価が低くなるのは資本蓄積を大きく阻害するためである。また、国民

負担率に関連する指標について基準からの変化幅を示した表 9によると、国民負担率の変

化はあまり重要ではないことがわかる。厚生に決定的な影響を及ぼすのは、財源調達方法

の構成であって、国民負担率の絶対水準ではない。 
 

表  8 マクロ経済指標：基準からの変化率  
消費税 利子所得税 

医療国庫 介護国庫 医療国庫 介護国庫  
0.25 0.5 0.25 0.75 0.25 0.5 0.25 0.75 

所得 -0.36% 1.13% -0.11% 0.10% -0.03% 0.01% 0.12% -0.13%
資本 -0.94% 3.00% -0.10% 0.11% 0.39% -1.40% 0.81% -0.82%
労働 -0.11% 0.34% -0.10% 0.10% -0.20% 0.63% -0.17% 0.17% 

 
表  9 財政指標：基準からの変化幅  

消費税 利子所得税 
医療国庫 介護国庫 医療国庫 介護国庫  

0.25 0.5 0.25 0.75 0.25 0.5 0.25 0.75 
国民負担率 0.10% -0.29% 0.03% -0.03% 0.01% 0.00% -0.03% 0.04% 
租税負担率 -0.40% 1.28% -0.27% 0.27% -0.46% 1.48% -0.30% 0.31% 
社会保険料率 0.50% -1.57% 0.29% -0.29% 0.46% -1.48% 0.27% -0.27%

 

(3)高齢化の影響 

 表 10は、高齢化の影響を検討するために、2005 年の定常状態と 2050 年の定常状態を計

算し、社会厚生の基準からの変化について比較したものである。第 1 に、消費税の厚生増

大効果は高齢化の進んだ 2050 年において大きくなることがわかる。第 2 に、2050 年にお
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いては、現状の医療費国庫負担割合は望ましくない。言い換えると、国庫負担割合を上げ

るか、または下げる政策が現状よりも望ましい。第 3 に、2050 年においては消費税がもっ

とも望ましいことに変わりはないが、社会保険料と利子所得税の優劣は曖昧になる。 
 

表  10 2005 年定常状態と 2050 年定常状態の社会厚生変化の比較  
消費税 利子所得税 

医療国庫 介護国庫 医療国庫 介護国庫  
0.25 0.5 0.25 0.75 0.25 0.5 0.25 0.75 

2005 -0.013% 0.040% -0.005% 0.004% 0.000% -0.003% 0.005% -0.005%
2050 0.070% 0.405% 0.124% 0.201% -0.102% 0.202% 0.066% -0.114%

 

(4)弾力性パラメータ等の影響 

 表 11は、医療費の国庫負担割合 0.5 のケースにおける社会厚生の変化率を 1 に基準化し

たときの各政策による社会厚生の変化率の相対的な評価をパラメータの組み合わせによっ

て比較したものである10。 
 2005 年においては、利子所得税と社会保険料の優劣がパラメータによって異なる可能性

が注目される。すなわち、異時点間の弾力性が高いケースでは社会保険料の方が望ましく、

異時点間の弾力性が低いケースでは利子所得税の方が望ましい。 
 また、2050 年においては、「先行研究」のケースで消費税増税の優勢の度合いが強く、

利子所得税よりも社会保険料が望ましくなっている。このケースでは余暇ウェイトが小さ

く、労働の重要性が相対的に低く、資本蓄積の重要性が高くなるためと考えられる。 
 

表  11 パラメータの違いによる社会厚生に対する政策効果の比較  
消費税 利子所得税 

医療国庫 介護国庫 医療国庫 介護国庫  
0.25 0.5 0.25 0.75 0.25 0.5 0.25 0.75 

標準 -0.32 1.00 -0.11 0.11 0.01 -0.09 0.11 -0.12 
Altig et al. -0.33 1.00 -0.08 0.08 -0.18 0.54 0.03 -0.03 
先行研究 -0.33 1.00 0.04 -0.04 -0.17 0.47 0.17 -0.18 2005 

高弾力性 -0.32 1.00 -0.13 0.12 0.05 -0.24 0.12 -0.13 
標準 0.17 1.00 0.31 0.50 -0.25 0.50 0.16 -0.28 

Altig et al. 0.18 1.00 0.35 0.50 -0.03 0.86 0.27 0.26 
先行研究 0.08 1.00 0.32 0.35 0.17 0.07 0.48 -0.15 2050 

高弾力性 0.22 1.00 0.34 0.53 -0.03 0.49 0.24 0.00 
 
 余暇ウェイトの設定が重要であることを別の視点からも確認しておこう。表 12と表 13
は 2005 年定常状態と 2050 年定常状態を比較し、マクロ経済指標と財政指標の変化につい

て示したものである。この表によると、「先行研究」のケースで労働供給の減少の程度が小

さく、それに伴って所得の減少も小さめに抑えられていることがわかる。国民負担率の視

点から見ても、労働供給の減少が小幅で済むため、社会保険料率の上昇を抑制することが

でき、その分だけ国民負担率も低くなる。 
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表  12 2005 年定常状態と 2050 年定常状態のマクロ経済指標の比較（変化率） 

 標準 Altig et al. 先行研究 高弾力性 
所得 -29.1% -32.6% -25.9% -34.8% 
資本 -23.1% -27.3% -26.2% -32.4% 
労働 -31.5% -34.8% -25.7% -35.8% 
賃金 -5.8% -6.4% -8.6% -8.4% 

 
表  13 2005 年定常状態と 2050 年定常状態の財政指標の比較（変化幅）  

 標準 Altig et al. 先行研究 高弾力性 
租税負担率 11.0% 12.2% 11.1% 12.8% 
保険料率 18.3% 20.0% 15.6% 21.0% 
国民負担率 29.4% 32.2% 26.8% 33.7% 
消費税率 9.5% 9.4% 9.3% 9.9% 

 

5．おわりに 

 Auerbach and Kotlikoff (1987)により確立した一般均衡モデルによる分析は経済分析にと

って極めて重要な貢献を行ってきた。しかし、現段階における一般均衡モデルは、さまざ

まな政策課題に応えるための必要要件を十分に備えているとは言えない。とりわけ、政府

支出の便益評価が十分にモデル化されていない点は大きな課題であろう。そこで、本稿の

モデル改善に際して、最大の努力は政府支出の便益評価を一般均衡モデルに組み込むこと

に払われた。しかも、政府支出を一体のものとしてモデルに取り込むのではなく、医療支

出や介護支出を一般政府支出と分離して個別にモデル化したのである。これらの政府支出

を区別して一般均衡モデルの枠組みに取り込んだことは、本研究の最大の貢献であり、分

析上の重要な特徴であると言えよう。 
 また、シミュレーション計算を行う上で外生的に設定する必要のあるパラメータについ

ても、先行研究に盲目的に従うのではなく、核となる部分については詳細な再考察を加え

た上で数値の再設定を試みた。とりわけ、以下の 2 点は新たな貢献として強調していいだ

ろう。1 つは、政府支出のウェイトについて、別途実施したアンケート調査に基づく評価

を行った点である。2 つめは、代替の弾力性などの効用関数の構造パラメータについて、

別途推定した結果を基に、既存研究とは大きく異なる数値を採用し、これまでのパラメー

タ値に基づく計算結果との比較を試みた点である。 
 このように既存研究からの発展・拡張を図ったモデルにより分析を行った結果、公的な

医療給付や介護給付の財源調達手段としては、社会保険料や利子所得税よりも消費税が望

ましいとの結論が得られた。この結論は、資本蓄積の阻害という点から見ると、消費税の

攪乱効果がもっとも弱いことから生じており、多くの先行研究の成果や標準的なマクロ経

                                                                                                                                                                  
10 効用関数のパラメータが異なるため、変化率を直接的に比較することには意味がなく、各パラメ

ータ・ケースの中での相対的な評価しかできない。 
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済理論と整合的である11。ただし、消費税の優位性の程度はパラメータ設定に大きく依存し

ており、先行研究の計測結果は過度に消費税に有利であった可能性も排除できない。 
 また、人口構造の高齢化の程度に注目して、2005 年時点の定常状態と 2050 年時点の定

常状態を比較すると、消費税への財源シフトによる社会厚生の改善度は 2050 年時点で遥か

に大きいものであった。したがって、パラメータ設定に注意を払うべきであるものの、高

齢化が進行した社会においては、社会保険料や利子所得税から消費税へのシフトがより望

ましいものになると結論付けることができる。 
 
 

補論 A 一般政府支出のウェイト  

 アンケート調査の問２では次のような設問、 

「次の５つの項目に対する政府支出は、今より増やすべきだと思いますか、それとも

減らすべきだと思いますか。（増やす場合、税金増があるとお考えください）」 

を設定し、「社会保障」「公共事業」「文教および科学振興」「防衛」「治安」の 5 項目につい

て尋ねた。回答は「今より増やすべきだ」、「どちらかといえば今より増やすべきだ」、「今

と同じくらいがよい」、「どちらかといえば今より減らすべきだ」、「今より減らすべきだ」

の 5 段階で得た。 
 このデータを用いて、「今より増やすべきだ」に 1 点、「どちらかといえば今より増やす

べきだ」に 0.75 点、「今と同じくらいがよい」に 0.5 点、「どちらかといえば今より減らす

べきだ」0.25 点、「今より減らすべきだ」に 0 点を与え、各支出項目別に平均得点を算出し

た。結果は下表のとおりである。 
 

支出項目別平均得点  
社会保障 公共事業 文教および科学振興 防衛 治安 

0.718 0.340 0.620 0.398 0.728 
 
 次に、社会保障を除いた 4 つの項目について、直近の予算における構成比を考慮して、4
項目の加重平均得点を算出した。予算の構成比は、平成 16 年度の国民経済計算における一

般公共サービス、教育、防衛、公共の秩序・安全の 4 つを用いて計算した。得られた構成

比は順に 0.226、0.487、0.121、0.166 であり、加重平均得点は 0.54794182 となった。 
 
 

                                                      
11 上村（2000, 2001）や金子・中田・宮里（2003）などのように移行過程を含むモデルによる公的年

金財政の分析においても消費税の優位性が確認されている。ただし、金子・中田・宮里（2003）に

よると、消費税による財源調達は世代間格差を減ずることに有効であるものの、世代内格差を拡大

する可能性がある。 
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補論 B 医療支出の年齢プロファイル 

 まず、厚生労働省「平成 14 年度国民医療費」の第 5 表より、年齢階級別一人あたり医療

費（千円）を得た。ただし、このデータは 0 歳に始まる 5 歳区分のデータであり、1 歳刻

みで医療費を捉えることはできない12。そこで、 s 歳時の医療費 sh が年齢 s の関数となって

いる回帰モデルを考え、その推定値を 1 歳刻みの医療費とすることとした。 
 対象を 20 歳から 95 歳までとし、各年齢の sh には前出のデータを当てはめた。また関数

形は年齢 s の二次関数とした。最小二乗法により得られた回帰式に基づき、 

 
( ) ( ) ( ) 938983.0740011.704824.2488012.1

152449.062691.475979.86ˆ
2

2

=

+−=

R

sshs  

により推定された値を各年齢の医療費とした。 
 
 

補論 C 介護支出の年齢プロファイル13 

 簡潔に述べれば、年齢階級別に発生する介護費用の期待額は、要介護確率と要介護状態

に陥ったときの費用を掛け合わせれば計算できる。ただし、2 つの点に注意が必要である。

1 つは、要介護度の程度によって費用は異なるので、要介護度別に確率を推定し、要介護

度別の費用と掛け合わせる必要がある。2 つめに、既存統計からは要介護確率の基となる

要介護者割合は 5 歳刻みでしか得られないので、1 歳刻みのデータを作成するためには、

何らかの推定作業が必要となる。 
 

(1)年齢階級別の要介護者割合 

 まず、年齢階級別の要介護者割合の推計方法について説明しよう。 

 年齢階級 s の要介護度 i の要介護者数を i
sC 、人口を sN 、要介護度 i の認定率を i

sp とする

と、 

 
s

i
si

s N
Cp = , 

の関係が成り立つ。ここで、年齢階級別の人口 sN は総務省統計局の推計人口（平成 18 年

1 月 1 日）により容易に入手可能であったが、年齢階級別の要介護度別要介護者数 i
sC をそ

のままの形で入手することができなかった。そこで、 i
sC を次のように推計する。 

 まず、厚生労働省『介護保険事業状況報告』（平成 17 年 11 月）より要支援および要介護

度別の要介護認定者数を得た。これを iC としよう。この値は年齢階級別ではないが、要介

護度別に年齢階級構成がわかるデータがあれば i
sC を計算できる。そこで、次に厚生労働省

                                                      
12 最上位階級は 75 歳以上となっている。 
13 以下の記号は補論 3 の中のみで有効である。 
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『国民生活基礎調査』（平成 16 年）の第 2 巻・第 11 表より、要介護者総数を 10000 人とし

たときの各年齢階級・要介護度別の相対度数を得た。この数値を i
sq とおこう。さらに、 i

sq

を要介護度 i 別に年齢 s について合計（∑
s

i
sq ）し、 i

sq との比率をとれば要介護度別の年齢

階級構成が得られる14。 
 最後に、得られた年齢階級構成と前述の iC を掛け合わせると、 

 
∑

×=

s

i
s

i
sii

s q
qCC , 

として年齢階級別の要介護度別要介護者数 i
sC が計算できるので、年齢階級別の要介護者割

合 i
sp も算出可能である。 

 

(2)各年齢の要介護確率の推定 

 上述のように計算して得た要介護者割合は 5 歳区分になっている15。ここでは、1 歳刻み

で要介護確率を推定するために、要介護者割合 i
sp が年齢 s の関数となっている回帰モデル

を考え、その推定値を 1 歳刻みの要介護確率とすることとした。想定した回帰式は、 

 i
s

iii
s sp εββ ++= 10ln , 

である。ただし、 i
sε は誤差項を表す。 

 対象を 40 歳から 95 歳までとし、各年齢の i
sp には前項の方法で算出した各年齢階級の i

sp

を当てはめた。最小二乗法により推定した結果は下表のとおりである。さらに、この推定

結果を用いて、要介護度別に要介護者割合の推定値、 

 ( )sp iii
s 10

ˆˆexpˆ ββ += , 

を求め、この i
sp̂ を各年齢の要介護度別要介護確率とした。 

 
要介護度別の要介護確率の推定  

要介護度  要支援 
1 2 3 4 5 

−10.3622 −8.6117 −8.8259 −9.2749 −9.6606 −8.2674 i
0β  

(−34.4790) (−40.2949 (−42.5372) (−35.1504) (−39.9459) (−34.8990) 
0.0810 0.0664 0.0580 0.0617 0.0667 0.0450 i

1β  (17.6157) (20.3054) (18.2666) (15.2835) (18.0146) (12.4127) 
決定係数 0.8263 0.8635 0.8365 0.7816 0.8327 0.7019 

注：各係数の下段カッコ内は t 値。 
 

                                                      
14 要介護度不詳に関しては無視した。 
15 厳密には、40～64 歳、65～69 歳、70～74 歳、75～79 歳、80～84 歳、85～89 歳、90 歳以上の区

分でデータが得られる。 
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(3)年齢別介護費用 

 厚生労働省『介護保険事業状況報告』（平成 17 年 11 月）の第 5 表には要介護度別の総給

付額が掲載されているので、これを要介護度別の要介護者数（ iC ）で除すと、要介護度別

の平均給付額が得られる（下表）。 
 

要介護度別の平均給付額（円）  
要介護度  要支援 

1 2 3 4 5 
平均給付額 24,460 63,288 113,836 168,932 213,167 233,768 

 
 このようにして得られた要介護度別の平均給付額を iE としよう。平均給付額 iE と要介

護確率 i
sp̂ を掛け合わせ、要介護度 i について合計すれば、 s 歳における介護給付額、 

 ∑ ×=
i

i
s

i
s pEE ˆ , 

が算出される。さらに現在の自己負担率が 1 割であるから、この値を 10/9 倍すれば各年齢

の介護サービスへの支出 sm が求まる。 

 
 

補論 D 公的医療保険の国庫負担割合 

 厚生労働省「平成 14 年度国民医療費」によると、2002 年度の国民医療費は総額で 311,240 
億円、うち 70 歳以上の総額は 119,066 億円であった。差し引きすれば、69 歳以下の分は

192,174（= 311,240−119,066）億円となる。これらのうち、70 歳以上では自己負担率が概ね

1 割であるから、およそ 9 割は公的な医療保険によって賄われていると考えると、その額

は 107,159.4（= 119,066×0.9）億円となる。また、69 歳以下では自己負担率が概ね 3 割で

あるから、およそ 7 割は公的な医療保険によって賄われている。上と同様に計算すると、

その額は 134,521.8（= 192,174×0.7）億円である。公的医療保険が賄う金額はこれらの合計

であるから、241,681.2（= 107,159.4+134,521.8）億円ということになる。 
 他方、厚生労働省『平成 16 年版 厚生労働白書』によると、2002 年度の一般歳出にお

ける医療費の国庫負担分は 74,782 億円であった。したがって、国庫による医療費の補助割

合は 0.30942415（≒74,782／241,681.2）と計算される16。 
 
 
 
 

                                                      
16 最新のデータを用いると 2005 年度の値を算出することが可能であるが、大きな変化はない。 
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付表：シミュレーション結果の概要 
 
 
 

付表  1 標準ケース  

0.25 0.5 0.25 0.75 0.25 0.5 0.25 0.75
効用 -0.32789 -0.32793 -0.32777 -0.32790 -0.32787 -0.32788 -0.32791 -0.32787 -0.32790
資本 305.33 302.57 314.10 305.17 305.50 307.17 298.96 308.33 302.27
労働 32.70 32.66 32.81 32.67 32.73 32.64 32.87 32.65 32.74
効用 -0.32519 -0.32523 -0.32506 -0.32521 -0.32518 -0.32519 -0.32521 -0.32518 -0.32521
資本 436.36 432.29 449.25 435.91 436.80 438.19 429.62 439.97 432.66
労働 46.08 46.03 46.23 46.04 46.13 45.99 46.36 46.01 46.16
効用 -0.32236 -0.32241 -0.32222 -0.32238 -0.32235 -0.32237 -0.32236 -0.32235 -0.32238
資本 606.71 600.76 625.54 605.86 607.55 608.16 600.89 610.95 602.35
労働 65.09 65.02 65.32 65.02 65.17 64.95 65.54 64.97 65.21

U 効用 -0.97544 -0.97557 -0.97505 -0.97549 -0.97540 -0.97544 -0.97548 -0.97540 -0.97549
T/Y 租税負担率 0.1619 0.1579 0.1747 0.1592 0.1646 0.1573 0.1767 0.1589 0.1650
B/Y 保険料率 0.1526 0.1576 0.1369 0.1555 0.1497 0.1572 0.1378 0.1553 0.1499
(T+B)/Y 国民負担率 0.3145 0.3155 0.3116 0.3148 0.3142 0.3146 0.3145 0.3142 0.3149
r 利子率 0.0283 0.0284 0.0277 0.0283 0.0283 0.0281 0.0287 0.0281 0.0285
w 賃金 0.5778 0.5763 0.5826 0.5778 0.5778 0.5788 0.5743 0.5795 0.5761
Y 所得 127.25 126.79 128.69 127.11 127.38 127.21 127.26 127.40 127.08
K 資本 1,348.30 1,335.60 1,388.80 1,346.90 1,349.80 1,353.50 1,329.40 1,359.20 1,337.20
L 労働 143.87 143.71 144.36 143.72 144.02 143.58 144.77 143.62 144.11
tc 消費税 0.0500 0.0457 0.0634 0.0470 0.0529 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
tr 利子所得税 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.1846 0.2501 0.1894 0.2107
K/L 資本労働比率 9.3721 9.2936 9.6209 9.3719 9.3724 9.4267 9.1831 9.4635 9.2795
K/Y 資本所得比率 10.5960 10.5330 10.7920 10.5950 10.5960 10.6390 10.4460 10.6680 10.5220

効用 -0.35502 -0.35445 -0.35342 -0.35429 -0.35405 -0.35499 -0.35408 -0.35447 -0.35504
資本 223.65 183.27 220.13 190.07 195.40 155.90 179.71 179.81 143.73
労働 22.28 20.33 21.43 20.44 20.85 20.12 21.36 20.39 20.53
効用 -0.35233 -0.35211 -0.35093 -0.35192 -0.35165 -0.35273 -0.35166 -0.35213 -0.35278
資本 336.57 284.18 340.15 294.07 303.20 247.45 287.06 280.62 234.10
労働 31.61 29.53 30.84 29.64 30.17 29.41 30.92 29.62 30.03
効用 -0.34952 -0.34956 -0.34823 -0.34935 -0.34904 -0.35023 -0.34900 -0.34957 -0.35025
資本 476.28 412.46 495.41 426.72 441.20 365.12 427.60 409.47 352.10
労働 44.62 42.26 43.98 42.38 43.13 42.29 44.31 42.42 43.30

U 効用 -1.05687 -1.05613 -1.05259 -1.05556 -1.05475 -1.05795 -1.05474 -1.05617 -1.05807
T/Y 租税負担率 0.2723 0.2895 0.3053 0.2869 0.2983 0.3022 0.3201 0.2909 0.3224
B/Y 保険料率 0.3358 0.3684 0.3081 0.3642 0.3408 0.3793 0.3172 0.3676 0.3587
(T+B)/Y 国民負担率 0.6081 0.6579 0.6134 0.6510 0.6391 0.6815 0.6373 0.6585 0.6812
r 利子率 0.0261 0.0279 0.0253 0.0273 0.0270 0.0306 0.0285 0.0282 0.0322
w 賃金 0.5442 0.5243 0.5505 0.5297 0.5329 0.5020 0.5213 0.5219 0.4912
Y 所得 90.20 81.94 89.25 83.01 84.87 78.51 85.12 81.86 78.50
K 資本 1,036.40 879.90 1,055.60 910.85 939.80 768.47 894.37 869.90 729.92
L 労働 98.50 92.12 96.26 92.46 94.15 91.83 96.58 92.43 93.86
tc 消費税 0.1452 0.1513 0.1572 0.1482 0.1558 0.1452 0.1452 0.1452 0.1452
tr 利子所得税 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2872 0.3270 0.2331 0.3614
K/L 資本労働比率 10.5220 9.5522 10.9670 9.8519 9.9817 8.3686 9.2603 9.4111 7.7765
K/Y 資本所得比率 11.4900 10.7380 11.8280 10.9730 11.0740 9.7885 10.5070 10.6260 9.2985

基準
消費税 利子所得税

医療国庫負担割合 介護国庫負担割合 医療国庫負担割合 介護国庫負担割合

2005

クラス1

クラス2

クラス3

2050

クラス1

クラス2

クラス3

 
 



 

 23

 
 
 

付表  2  Alt ig et  al .ケース  

0.25 0.5 0.25 0.75 0.25 0.5 0.25 0.75
効用 -451.94 -454.87 -443.09 -452.66 -451.24 -453.58 -447.12 -451.69 -452.22
資本 220.56 217.73 229.53 220.47 220.64 219.47 223.87 221.79 219.31
労働 28.39 28.36 28.49 28.37 28.41 28.32 28.61 28.34 28.44
効用 -317.12 -319.27 -310.63 -317.64 -316.60 -318.29 -313.69 -316.91 -317.35
資本 318.75 314.75 331.43 318.47 319.02 316.98 324.16 320.17 317.31
労働 39.20 39.16 39.34 39.17 39.23 39.10 39.52 39.13 39.28
効用 -220.01 -221.57 -215.30 -220.40 -219.62 -220.86 -217.51 -219.87 -220.16
資本 448.75 443.11 466.59 448.19 449.30 445.99 457.21 450.38 447.09
労働 54.30 54.23 54.50 54.24 54.35 54.14 54.78 54.18 54.41

U 効用 -989.07 -995.71 -969.02 -990.70 -987.46 -992.72 -978.33 -988.47 -989.73
T/Y 租税負担率 0.1650 0.1612 0.1773 0.1623 0.1677 0.1610 0.1779 0.1622 0.1679
B/Y 保険料率 0.1526 0.1577 0.1366 0.1556 0.1497 0.1576 0.1369 0.1555 0.1498
(T+B)/Y 国民負担率 0.3177 0.3189 0.3139 0.3179 0.3174 0.3186 0.3148 0.3177 0.3177
r 利子率 0.0312 0.0314 0.0304 0.0312 0.0311 0.0312 0.0310 0.0310 0.0313
w 賃金 0.5507 0.5488 0.5569 0.5507 0.5508 0.5502 0.5524 0.5518 0.5497
Y 所得 102.75 102.28 104.24 102.66 102.84 102.39 103.88 102.75 102.76
K 資本 988.05 975.58 1,027.50 987.14 988.96 982.44 1,005.20 992.34 983.70
L 労働 121.88 121.73 122.34 121.78 121.99 121.56 122.89 121.64 122.12
tc 消費税 0.0500 0.0461 0.0623 0.0470 0.0529 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
tr 利子所得税 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.1874 0.2402 0.1904 0.2096
K/L 資本労働比率 8.1061 8.0137 8.3990 8.1057 8.1067 8.0817 8.1795 8.1574 8.0548
K/Y 資本所得比率 9.6152 9.5383 9.8571 9.6148 9.6157 9.5949 9.6760 9.6577 9.5725

効用 -697.45 -657.15 -566.64 -638.94 -622.19 -680.86 -582.11 -647.90 -649.68
資本 183.81 144.38 185.69 152.81 157.23 132.17 174.01 147.68 141.12
労働 19.83 18.15 18.94 18.26 18.51 18.21 19.04 18.29 18.60
効用 -498.02 -486.76 -414.83 -472.14 -458.74 -505.75 -427.02 -479.28 -480.65
資本 276.23 228.61 287.09 240.22 247.26 212.91 272.13 233.63 226.60
労働 27.41 25.56 26.51 25.68 26.01 25.70 26.69 25.75 26.22
効用 -352.60 -354.80 -299.20 -343.46 -332.96 -369.26 -308.34 -348.87 -349.53
資本 393.89 336.11 417.64 351.95 362.57 316.12 398.62 343.58 336.31
労働 37.77 35.69 36.92 35.81 36.29 35.96 37.24 35.94 36.68

U 効用 -1,548.07 -1,498.72 -1,280.67 -1,454.54 -1,413.89 -1,555.88 -1,317.46 -1,476.05 -1,479.86
T/Y 租税負担率 0.2638 0.2827 0.2950 0.2787 0.2908 0.2876 0.2981 0.2804 0.2966
B/Y 保険料率 0.3253 0.3580 0.2988 0.3529 0.3315 0.3621 0.3007 0.3543 0.3356
(T+B)/Y 国民負担率 0.5891 0.6408 0.5937 0.6316 0.6222 0.6497 0.5988 0.6347 0.6322
r 利子率 0.0268 0.0291 0.0255 0.0282 0.0279 0.0307 0.0265 0.0288 0.0298
w 賃金 0.5364 0.5135 0.5479 0.5212 0.5246 0.5013 0.5378 0.5163 0.5092
Y 所得 76.42 68.92 75.70 70.16 71.43 67.76 74.89 69.72 70.03
K 資本 853.92 709.10 890.42 744.98 767.05 661.20 844.75 724.89 704.03
L 労働 85.00 79.40 82.36 79.76 80.80 79.86 82.96 79.98 81.50
tc 消費税 0.1316 0.1404 0.1419 0.1358 0.1439 0.1316 0.1316 0.1316 0.1316
tr 利子所得税 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2641 0.2641 0.2279 0.2851
K/L 資本労働比率 10.0460 8.9302 10.8110 9.3408 9.4929 8.2792 10.1820 9.0634 8.6385
K/Y 資本所得比率 11.1730 10.2890 11.7620 10.6180 10.7390 9.7584 11.2790 10.3960 10.0520

基準
消費税 利子所得税

医療国庫負担割合 介護国庫負担割合 医療国庫負担割合 介護国庫負担割合

2005

クラス1

クラス2

クラス3

2050

クラス1

クラス2

クラス3
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付表  3 先行研究ケース  

0.25 0.5 0.25 0.75 0.25 0.5 0.25 0.75
効用 -0.00882 -0.00892 -0.00854 -0.00881 -0.00884 -0.00887 -0.00870 -0.00877 -0.00888
資本 146.00 144.59 150.49 146.60 145.39 147.51 140.63 148.99 142.94
労働 44.16 44.16 44.17 44.14 44.18 44.13 44.27 44.12 44.20
効用 -0.00541 -0.00547 -0.00523 -0.00541 -0.00542 -0.00544 -0.00533 -0.00538 -0.00544
資本 227.17 224.92 234.35 227.87 226.46 228.51 222.23 230.81 223.44
労働 60.12 60.12 60.13 60.09 60.15 60.06 60.31 60.05 60.20
効用 -0.00329 -0.00333 -0.00318 -0.00329 -0.00329 -0.00331 -0.00323 -0.00327 -0.00331
資本 335.51 332.09 346.43 336.34 334.68 336.57 331.33 340.01 330.91
労働 82.60 82.58 82.63 82.54 82.65 82.49 82.94 82.46 82.73

U 効用 -0.01753 -0.01771 -0.01695 -0.01750 -0.01755 -0.01762 -0.01726 -0.01743 -0.01763
T/Y 租税負担率 0.1607 0.1566 0.1738 0.1576 0.1639 0.1560 0.1762 0.1571 0.1644
B/Y 保険料率 0.1530 0.1579 0.1374 0.1560 0.1500 0.1575 0.1386 0.1557 0.1504
(T+B)/Y 国民負担率 0.3138 0.3146 0.3113 0.3136 0.3139 0.3135 0.3148 0.3128 0.3148
r 利子率 0.0755 0.0760 0.0738 0.0753 0.0757 0.0751 0.0768 0.0746 0.0764
w 賃金 0.6237 0.6217 0.6297 0.6243 0.6230 0.6249 0.6191 0.6269 0.6203
Y 所得 178.40 177.85 180.12 178.49 178.31 178.56 177.73 179.07 177.70
K 資本 708.67 701.60 731.26 710.81 706.53 712.58 694.18 719.81 697.28
L 労働 186.87 186.85 186.93 186.77 186.97 186.67 187.52 186.62 187.13
tc 消費税 0.0500 0.0458 0.0631 0.0466 0.0533 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
tr 利子所得税 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.1838 0.2530 0.1867 0.2135
K/L 資本労働比率 3.7921 3.7547 3.9119 3.8057 3.7786 3.8172 3.7017 3.8569 3.7261
K/Y 資本所得比率 3.9722 3.9448 4.0597 3.9822 3.9623 3.9906 3.9057 4.0196 3.9237

効用 -0.01638 -0.01582 -0.01339 -0.01519 -0.01513 -0.01558 -0.01594 -0.01475 -0.01648
資本 100.30 73.58 83.85 76.60 75.33 76.90 46.44 83.48 58.08
労働 33.40 32.63 32.76 32.61 32.72 32.60 33.04 32.56 32.85
効用 -0.01017 -0.01014 -0.00849 -0.00972 -0.00967 -0.00999 -0.01015 -0.00943 -0.01055
資本 180.54 150.60 171.25 155.96 155.12 154.83 123.67 164.67 133.11
労働 45.45 44.52 44.69 44.48 44.66 44.47 45.21 44.38 44.90
効用 -0.00629 -0.00642 -0.00532 -0.00613 -0.00609 -0.00632 -0.00634 -0.00595 -0.00664
資本 282.89 249.63 284.47 258.16 257.93 254.96 224.90 269.08 230.18
労働 62.26 61.08 61.39 60.99 61.34 60.99 62.35 60.82 61.79

U 効用 -0.03285 -0.03238 -0.02720 -0.03104 -0.03089 -0.03188 -0.03243 -0.03013 -0.03367
T/Y 租税負担率 0.2508 0.2589 0.2852 0.2567 0.2737 0.2570 0.3104 0.2531 0.2849
B/Y 保険料率 0.3170 0.3402 0.2938 0.3377 0.3198 0.3386 0.3096 0.3345 0.3281
(T+B)/Y 国民負担率 0.5677 0.5991 0.5790 0.5943 0.5934 0.5956 0.6200 0.5876 0.6130
r 利子率 0.0728 0.0810 0.0742 0.0790 0.0795 0.0794 0.0931 0.0760 0.0885
w 賃金 0.5814 0.5525 0.5755 0.5589 0.5574 0.5574 0.5188 0.5688 0.5307
Y 所得 136.82 128.01 133.52 129.27 129.50 128.94 122.67 131.11 124.41
K 資本 563.73 473.81 539.56 490.70 488.38 486.68 394.99 517.22 421.36
L 労働 141.10 138.22 138.83 138.08 138.71 138.06 140.60 137.75 139.53
tc 消費税 0.1397 0.1375 0.1562 0.1350 0.1490 0.1397 0.1397 0.1397 0.1397
tr 利子所得税 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.1825 0.3791 0.1641 0.2880
K/L 資本労働比率 3.9951 3.4278 3.8862 3.5537 3.5209 3.5250 2.8092 3.7547 3.0197
K/Y 資本所得比率 4.1199 3.7011 4.0410 3.7957 3.7711 3.7743 3.2198 3.9447 3.3868

基準
消費税 利子所得税

医療国庫負担割合 介護国庫負担割合 医療国庫負担割合 介護国庫負担割合

2005

クラス1

クラス2

クラス3

2050

クラス1

クラス2

クラス3
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付表  4 高弾力性ケース  

0.25 0.5 0.25 0.75 0.25 0.5 0.25 0.75
効用 0.001876 0.001875 0.001880 0.001876 0.001877 0.001877 0.001875 0.001877 0.001876
資本 321.30 318.56 329.98 321.04 321.55 323.48 313.56 324.29 318.23
労働 34.18 34.15 34.28 34.15 34.22 34.14 34.32 34.14 34.22
効用 0.001957 0.001956 0.001961 0.001956 0.001957 0.001957 0.001956 0.001957 0.001956
資本 450.80 446.80 463.47 450.24 451.34 453.09 442.47 454.40 447.10
労働 48.31 48.26 48.43 48.25 48.36 48.24 48.52 48.24 48.37
効用 0.002046 0.002045 0.002051 0.002046 0.002047 0.002046 0.002046 0.002047 0.002046
資本 617.62 611.80 636.09 616.63 618.60 619.71 609.60 621.86 613.26
労働 68.44 68.37 68.63 68.35 68.52 68.32 68.80 68.32 68.55

U 効用 0.005879 0.005876 0.005891 0.005878 0.005881 0.005880 0.005877 0.005881 0.005878
T/Y 租税負担率 0.1614 0.1573 0.1743 0.1587 0.1640 0.1567 0.1765 0.1584 0.1644
B/Y 保険料率 0.1525 0.1575 0.1369 0.1554 0.1496 0.1571 0.1379 0.1552 0.1499
(T+B)/Y 国民負担率 0.3139 0.3147 0.3112 0.3142 0.3136 0.3138 0.3144 0.3135 0.3142
r 利子率 0.0253 0.0255 0.0249 0.0253 0.0253 0.0252 0.0257 0.0252 0.0255
w 賃金 0.5086 0.5073 0.5127 0.5086 0.5087 0.5096 0.5052 0.5101 0.5071
Y 所得 117.50 117.11 118.74 117.37 117.64 117.54 117.28 117.65 117.34
K 資本 1,389.70 1,377.10 1,429.50 1,387.90 1,391.40 1,396.20 1,365.60 1,400.50 1,378.50
L 労働 150.92 150.78 151.34 150.75 151.08 150.69 151.64 150.69 151.15
tc 消費税 0.0500 0.0456 0.0638 0.0471 0.0528 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
tr 利子所得税 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.1841 0.2519 0.1895 0.2106
K/L 資本労働比率 9.2079 9.1331 9.4454 9.2062 9.2098 9.2658 9.0055 9.2940 9.1206
K/Y 資本所得比率 11.8260 11.7590 12.0390 11.8240 11.8280 11.8780 11.6430 11.9030 11.7470

効用 0.001917 0.001935 0.001963 0.001939 0.001946 0.001926 0.001944 0.001936 0.001927
資本 235.70 199.01 235.00 205.28 211.15 181.26 193.58 198.14 172.88
労働 23.16 21.12 22.22 21.21 21.66 20.99 22.09 21.17 21.43
効用 0.001991 0.002000 0.002033 0.002005 0.002013 0.001989 0.002011 0.002001 0.001990
資本 343.04 295.59 349.63 304.62 314.32 272.13 295.45 295.37 263.93
労働 33.08 30.92 32.20 30.99 31.57 30.84 32.21 30.97 31.46
効用 0.002074 0.002074 0.002113 0.002080 0.002089 0.002062 0.002089 0.002075 0.002064
資本 476.20 414.85 494.38 427.84 442.78 385.16 426.15 416.17 378.98
労働 46.94 44.57 46.21 44.63 45.43 44.58 46.46 44.64 45.53

U 効用 0.005981 0.006009 0.006109 0.006024 0.006049 0.005977 0.006044 0.006012 0.005981
T/Y 租税負担率 0.2727 0.2883 0.3058 0.2864 0.2974 0.2959 0.3210 0.2891 0.3136
B/Y 保険料率 0.3373 0.3688 0.3096 0.3650 0.3417 0.3753 0.3189 0.3673 0.3537
(T+B)/Y 国民負担率 0.6100 0.6571 0.6154 0.6514 0.6391 0.6711 0.6399 0.6564 0.6673
r 利子率 0.0235 0.0249 0.0228 0.0244 0.0242 0.0263 0.0256 0.0250 0.0273
w 賃金 0.4770 0.4616 0.4834 0.4660 0.4689 0.4498 0.4581 0.4614 0.4437
Y 所得 82.90 75.72 82.01 76.54 78.30 73.79 78.13 75.82 74.25
K 資本 1,054.90 909.45 1,079.00 937.74 968.24 838.54 915.18 909.67 815.79
L 労働 103.18 96.61 100.62 96.82 98.67 96.40 100.76 96.78 98.42
tc 消費税 0.1437 0.1481 0.1556 0.1458 0.1529 0.1437 0.1437 0.1437 0.1437
tr 利子所得税 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2567 0.3298 0.2229 0.3203
K/L 資本労働比率 10.2230 9.4139 10.7220 9.6854 9.8132 8.6983 9.0823 9.3994 8.2888
K/Y 資本所得比率 12.7250 12.0110 13.1560 12.2520 12.3650 11.3640 11.7130 11.9980 10.9870

基準
消費税 利子所得税

医療国庫負担割合 介護国庫負担割合 医療国庫負担割合 介護国庫負担割合

2005

クラス1

クラス2

クラス3

2050

クラス1

クラス2

クラス3
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